
◎
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
六
日
法
律
第
九
四
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
一
二
月
九
日
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
）

○
鳩
山
国
務
大
臣

ま
ず
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
八
月
十
一
日
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
改
定
に

関
す
る
人
事
院
勧
告
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
政
府
と
し
て
は
、
そ
の
内
容

を
検
討
し
た
結
果
、
勧
告
ど
お
り
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認

め
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
に
つ
い
て
改
正
を
行
う
も

の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。第

一
に
、
新
た
に
本
府
省
業
務
調
整
手
当
を
設
け
、
行
政
職
俸
給
表
�一

等
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
管
理
職
員
で
な
い
も
の
が
国
の
行
政
機

関
の
内
部
部
局
の
業
務
等
に
従
事
す
る
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
行
政

職
俸
給
表
�一
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
当
該
職
員
の
属
す
る
職

務
の
級
等
に
お
け
る
最
高
の
号
俸
の
俸
給
月
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得

た
額
を
超
え
な
い
額
を
月
額
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
初
任
給
調
整
手
当
に
つ
い
て
、
医
師
等
に
対
す
る
支
給
月
額

の
限
度
額
を
四
十
一
万
九
百
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
職
員
の
昇
給
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
に
、
同
日
前
に

お
い
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
以
前
一
年
間
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
行

う
も
の
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
、
職
員
の
基
準
日
以
前
に
お
け

る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
及
び
基
準
日
以
前
六
カ
月
以
内
の
期
間
に
お

け
る
勤
務
の
状
況
に
応
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
五
に
、
期
末
特
別
手
当
の
額
に
つ
い
て
、
職
員
の
基
準
日
以
前
に
お

け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
及
び
基
準
日
以
前
六
カ
月
以
内
の
期
間
の

在
職
期
間
に
お
け
る
勤
務
の
状
況
に
照
ら
し
て
勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い

場
合
に
減
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
六
に
、
職
員
の
勤
務
時
間
を
一
週
間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五
分

と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
七
に
、
職
員
の
勤
務
時
間
の
改
定
に
伴
い
、
国
家
公
務
員
の
育
児
短

時
間
勤
務
の
勤
務
の
形
態
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
の
並
立
任
用
に
つ

い
て
必
要
な
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
八
に
、
国
家
公
務
員
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
勤
務
の
形
態
等
と
の
均

衡
を
考
慮
し
、
地
方
公
務
員
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
勤
務
の
形
態
及
び
育
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児
短
時
間
勤
務
職
員
の
並
立
任
用
に
つ
い
て
必
要
な
改
正
を
行
う
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
施
行
期
日
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

等
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
が
、
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
一
日
）

○
赤
松
正
雄
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
各
案
に
つ
き
ま
し
て
、

総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の

両
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
は
、
本
年
八
月
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
改
定

に
関
す
る
人
事
院
勧
告
を
勧
告
ど
お
り
実
施
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
本

府
省
業
務
調
整
手
当
の
新
設
、
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
限
度
月
額
の
引

き
上
げ
の
ほ
か
、
新
た
な
人
事
評
価
制
度
に
よ
る
評
価
結
果
の
活
用
の
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
四
十
時

間
か
ら
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
改
め
る
た
め
、
勤
務
時
間
法
等
に
つ
い

て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

両
案
は
、
去
る
十
二
月
八
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
九
日
鳩
山
総

務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。
本
日
質
疑
を
行

い
、
採
決
の
結
果
、
両
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
案
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
一
日
）

政
府
及
び
人
事
院
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ

る
。

一

医
師
不
足
が
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
中
に
あ
っ
て
は
、
医

師
等
の
初
任
給
調
整
手
当
の
増
額
は
公
務
に
お
け
る
医
師
確
保
の
た
め

の
対
症
療
法
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
銘
記
し
、
医
師
不
足
解
消
の
た
め
の

抜
本
的
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

二

本
府
省
業
務
調
整
手
当
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
本
手
当
導
入
の
趣

旨
と
本
府
省
に
お
け
る
勤
務
の
実
態
を
十
分
踏
ま
え
過
不
足
な
く
支
給

一
般
職
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職
員
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給
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対
象
範
囲
を
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
本
府
省
職
員
が
長
時
間
に
わ
た
る

超
過
勤
務
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
職
員
の
心
身
の
健
康
と

本
府
省
ひ
い
て
は
公
務
全
体
に
お
け
る
人
材
確
保
に
重
大
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
本
府
省
職
員
の
超
過
勤
務
の
実
態
把

握
を
行
い
、
早
急
に
そ
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
。

三

非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
、
早
急
に
勤
務
の
実
態
把
握
を
行
い
、
公
務

に
お
け
る
位
置
付
け
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
常
勤
職
員
と
の
処
遇

の
不
均
衡
の
是
正
、
任
用
形
態
・
勤
務
形
態
の
在
り
方
の
検
討
な
ど
に

取
り
組
む
こ
と
。

四

勤
務
時
間
の
短
縮
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
水

準
を
維
持
し
、か
つ
、行
政
コ
ス
ト
の
増
加
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、

公
務
能
率
の
一
層
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

五

公
務
員
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
本
権
の
在
り
方
を
含
め
、

職
員
団
体
等
の
意
見
を
十
分
聴
取
し
、
国
民
の
理
解
を
得
る
よ
う
最
大

限
努
力
す
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
九
日
）

○
高
嶋
良
充
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。ま

ず
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
は
、
本
年
八
月
十
一
日
の
人
事
院
の
給
与
の
改
定
に
関
す
る
勧
告

及
び
勤
務
時
間
の
改
定
に
関
す
る
勧
告
に
か
ん
が
み
、
医
師
等
に
対
す
る

初
任
給
調
整
手
当
の
増
額
及
び
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の
新
設
を
行
う
と

と
も
に
、
勤
務
時
間
を
一
週
間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
改
定
す

る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
非
常

勤
職
員
の
処
遇
改
善
の
必
要
性
、
超
過
勤
務
縮
減
の
推
進
、
地
方
公
務
員

給
与
の
在
り
方
、
勤
務
時
間
短
縮
に
係
る
消
防
職
員
へ
の
対
応
、
退
職
手

当
・
恩
給
審
査
会
の
委
員
構
成
、
公
務
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
等
に

つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
法
律
案
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま

す
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
八
日
）

政
府
及
び
人
事
院
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て

そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
国
の
医
療
施
設
に
お
け
る
勤
務
医
確
保
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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と
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
医
師
等
の
適
切
な
給
与
水
準
を
確
保
す
る

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
医
師
不

足
解
消
の
た
め
の
抜
本
的
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

二
、
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
な
人
材
確

保
な
ど
手
当
の
導
入
趣
旨
と
本
府
省
に
お
け
る
勤
務
の
実
態
を
十
分

踏
ま
え
、
適
切
に
支
給
対
象
範
囲
を
定
め
る
こ
と
。

三
、
長
時
間
に
わ
た
る
超
過
勤
務
が
、
職
員
の
心
身
の
健
康
、
人
材
確

保
等
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
縮

減
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
職
員
が
超
過
勤
務
命
令
を
受
け
ず
に
相
当

時
間
に
わ
た
っ
て
在
庁
し
て
い
る
勤
務
の
実
態
に
つ
い
て
早
急
に
調

査
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
、
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、
職
務
内
容
及
び
経
験
等
を
踏
ま
え
た

適
正
な
給
与
を
支
給
す
る
と
と
も
に
、
休
暇
そ
の
他
の
処
遇
の
在
り

方
に
関
し
て
検
討
を
行
い
、
常
勤
職
員
と
の
処
遇
の
不
均
衡
是
正
に

取
り
組
む
こ
と
。
ま
た
、
任
用
形
態
・
勤
務
形
態
の
在
り
方
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
。

五
、
公
務
員
制
度
改
革
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
基
本
権
の

在
り
方
を
含
め
、
職
員
団
体
等
の
意
見
を
十
分
聴
取
し
、
国
民
の
理

解
が
得
ら
れ
る
結
論
を
得
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
四


